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○ 熱中症にご注意ください！ 
 

昨年（平成２５年）の東京消防庁管内における熱中症による救急搬送人員は、前年（平成２４年）に比べ

２７．８％増の４，４６３人で、そのうちの４５％が６５歳以上の高齢者となっております。 

 熱中症は、特に梅雨明けで急に暑くなる時期、夏の猛暑日に注意が必要です。高齢者など熱中症にかかり

やすい方々は、室内でも熱中症になることがあります。こまめな水分・塩分の補給、扇風機やエアコン等の

使用、また外出時には、直射日光を避け、涼しい服装で出かけるなど熱中症対策を心かけるよう、一人ひと

りに対し、十分な見守りと声かけをお願いいたします。  

 厚生労働省のホームページでは、熱中症予防のためリーフレット等が掲載されていますので、これらを手

渡しするなど、ぜひご活用ください。 

 また、東京消防庁のホームページでは、熱中症に関する発生状況のデータや対策、予防のポイント、熱中

症を疑う症状と応急処置等の詳細が確認できます。 

 熱中症は、適切な予防により防ぐことができます。熱中症を正しく理解し、一人ひとりが注意するようお

願いいたします。 
 

【厚生労働省ホームページ】 

熱中症予防のために （http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000046904.html） 

リーフレット 

（http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/nettyuu_leaflet26.pdf） 
 

【東京消防庁ホームページ】 

熱中症に注意 （http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201405/heat.pdf） 
 

【お問い合せ先】 

 居宅系サービス 介護保険課介護保険係 TEL０３－５３２０－４２９１ 

 施設系サービス 施設支援課施設運営係 TEL０３－５３２０－４２６４ 

 

 

 

 

○注意 

「熱中症にご注意ください！」 
 

○報酬算定・運営基準 

「平成２５年度介護職員処遇改善加算の「実績報告」をご提出ください」 
 

○お知らせ 
「社会福祉施設における組織マネジメント 実践テキスト～組織が職員 
とともに成長するために～ のご案内」 
「 「介護サービス情報の公表」に係る報告（調査票の提出）のお願い」 

「居宅系サービス及び介護予防サービス事業所（特定施設入居者生活 

介護を除く）、居宅介護支援事業所、介護療養型医療施設の事業所に 

係る変更届の届出事項及び添付書類一覧を整理、変更しています」 
「（公財）東京都福祉保健財団の移転について」 
「生計困難者等に対する利用者負担軽減事業にご協力ください。（社会

福祉法人等による軽減、介護保険サービス提供事業者による軽減）」 

「厚生労働省が「健康づくりのための睡眠指針２０１４」をとりまとめま 

した」 

 

  

 

  

注  意 
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○ 平成２５年度介護職員処遇改善加算の「実績報告」をご提出ください 
 

平成２５年度分の介護職員処遇改善加算を受給された事業者の方は、加算金をどのような賃金改善に充当

したかなどについて、報告していただく必要があります。 

提出期限は平成２６年７月３１日（木曜日）となっております。実績報告書の様式、記入例などについて

は、下記ホームページをご覧下さい。 
 

【東京都福祉保健局ホームページ】→高齢者＞介護保険＞介護職員処遇改善加算について（平成 24 年 4

月以降）／＞平成25年度実績報告について（介護職員処遇改善加算） 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/shogu/houkokukasan.html） 
 

【処遇改善加算お問い合わせ専用電話】 

介護保険課介護職員処遇改善加算担当 ＴＥＬ ０３－５３２０－４３４３  

※受付時間：平日９時００分～１７時３０分（１２時００分～１３時００分を除く） 

 

 

 

 

 

○ 社会福祉施設における組織マネジメント 実践テキスト 

～組織が職員とともに成長するために～のご案内 
 
利用者へのサービス提供体制の確立を図り、従事者が継続して勤務できる環境づくりを推進するための実

践テキストを作成しました。事業所が各々の状況に合わせて自ら組織の運営管理を適切に行えるよう取組の

実践例を取り入れた、わかりやすいテキストになっていますので、ぜひ活用ください。 

 

【テキストの内容】 

○あなたの施設でもこんなことが起きていませんか 

○まず着手、そして継続（着手と継続のヒント） 

○解決のヒントは実践例にあり～６つの事業所の先進的な取組事例を紹介 

＊組織全体で職員を重大事故から守る 

＊「生活の記録」を残したい ～介護記録の充実～ 

＊スーパービジョンの再構築 

＊「ななめ上」から新人を支える ～メンター制度の導入～ 

＊目標を具体化して主体的に学ぶ ～ステップアップシートの作成～ 

＊経験を語る、経験を学ぶ ～「経験値棚卸し表（介護観を育てるために）」によるＯＪＴ～ 

○資料編として、上記事例で使用された書式を掲載 

 

【ホームページ】 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/fukushijinzai/teichakuikusei/jigyoshashien/index.html 

※ダウンロードできます。郵送（着払い・部数要相談）をご希望の場合は下記までお問合せください。 
 
【お問い合わせ先】 

◆福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課福祉人材対策係  TEL：０３―５３２０－４０４９ 

 

 

 

お知らせ 

報酬算定・運営基準 
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○ 「介護サービス情報の公表」に係る報告（調査票の提出）のお願い 
 

平成１８年４月から導入された「介護サービス情報の公表」制度において、新規事業所及び前年度介護報

酬実績額（利用者負担額を含む）が１００万円を超える既存事業所については、毎年１回、介護サービス情

報を都道府県知事に報告することが義務付けられております（介護保険法第１１５条の３５）。 
このたび、東京都では、介護保険法施行令第３７条の２第１項等に基づき、「平成２６年度介護サービス情

報の公表に係る報告・調査・情報公表計画」を策定いたしました。 
この計画に基づき、東京都指定情報公表センターより報告対象事業所へ、６月３０日付で「計画実施通知

書」を送付いたしましたので、「計画実施通知書」に基づき、「介護サービス情報報告システム」による報告

（「基本情報」及び「運営情報」の調査票の提出）をお願いいたします。なお、今年度、訪問調査の対象とな

りました事業所につきましては、調査実施についても御協力をお願いいたします。 
また、平成２６年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）開設の新規事業所につきましては、

報告依頼通知が届きましたら、「介護サービス情報報告システム」による報告（「基本情報」の調査票のみの

提出）をお願いいたします。 
皆様の御協力をお願いいたします。 
 

【報告方法及び公表内容のお問い合わせ先】東京都指定情報公表センター 
（平成２６年７月１８日まで）ＴＥＬ０３－５２０６－８７３６ 
（平成２６年７月２２日以降）ＴＥＬ０３－３３４４－８６３０ 

【本制度のお問い合わせ先】介護保険課介護保険係 ＴＥＬ０３－５３２０－４２９１ 

 

 

 

 

○ 居宅系サービス及び介護予防サービス事業所（特定施設入居者生活介護を除く）、

居宅介護支援事業所、介護療養型医療施設の事業所に係る変更届の届出事項及び添

付書類一覧を整理、変更しています。 
 
かいてき便り（第１１６号平成２６年３月１日発行）でお知らせしたとおり、居宅系サービス及び介護予防サービ

ス事業所（特定施設入居者生活介護を除く）、居宅介護支援事業所、介護療養型医療施設の事業所に係る変更届

の届出事項及び添付書類一覧を整理、変更しています。なお、様式に変更はありません。今後、変更届を提出す

る場合は本取扱いに従い、処理いただきますようよろしくお願いします。 

 詳しくは以下のホームページに掲載してありますので、各サービスを御確認ください。 
 

【東京都福祉保健局ホームページ】 →東京都介護サービス情報 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/index.html） 

 

 

 

 

お知らせ 

お知らせ 
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○ （公財）東京都福祉保健財団の移転について 
 

 （公財）東京都福祉保健財団は、平成２６年７月２２日（火）より移転します。 

 移転に伴い、居宅系サービス（※特定施設入居者生活介護は除く）の新規指定申請、変更届等の受付窓口が下

記の通り変更になります。詳細は財団ホームページをご確認ください。 
 

＜新規指定申請、変更届等の受付窓口＞ 

（公財）東京都福祉保健財団 

      事業者支援部 事業者指定室 

〒１６３－０７１８ 

東京都新宿区西新宿２－７－１  

小田急第一生命ビル １８階 

電話 ０３－３３４４－８５１７ 

ＦＡＸ ０３－３３４４－８５９７ 
 

【（公財）東京都福祉保健財団ホームページ】 

  http://www.fukushizaidan.jp/index.htm 

 

 

 

 

○ 生計困難者等に対する利用者負担軽減事業にご協力ください。 

（社会福祉法人等による軽減、介護保険サービス提供事業者による軽減） 
東京都では、介護保険サービスの利用者のうち、所得が低く、生計が困難な方の利用者負担額（サービス

費の1割負担や食費・居住費負担等）の一部を助成し、負担を軽減することで、サービスの利用を促進する

事業を実施しています。 
 

（参考）軽減の割合 
・軽減対象の利用者（生計が困難な方）が老齢福祉年金受給者以外の場合 
→１割負担と自己負担の食費・居住（滞在）費・宿泊費を２５％軽減（3/4負担に） 
・生活保護受給者が個室（特養・ショートステイ）を利用する場合 
→自己負担の居住（滞在）費を全額軽減（本人負担なし） 
 

 軽減に要する費用は、軽減実施を申し出ていただいたサービス提供事業者の方と区市町村の補助金で共同

して負担する仕組みとなっており、事業実施には事業者の方のご協力が不可欠です。  
区市町村によっては、この軽減事業を実施していなかったり、独自の軽減事業を実施していたりする場合

もあります。詳細は区市町村の介護保険所管課にお尋ねください。 
制度の趣旨をご理解いただき、事業実施にご協力いただきますようお願いします。 
ご提出いただく軽減申出書の様式や、制度の詳細については下記URL をご参照ください。 

【東京都福祉保健局ホームページ】 ＞東京都介護サービス情報 ＞事業者に関する情報（指定状況、負担軽減

等） ＞生計困難者等に対する負担軽減事業 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/keigen.html） 
【お問い合せ先】  介護保険課介護保険係 TEL０３－５３２０－４２９１ 

 

お知らせ 

お知らせ 



 【編集兼発行】 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 TEL０３－５３２０－４２９１ 

 

 

 

○ 厚生労働省が「健康づくりのための睡眠指針２０１４」をとりまとめました 
 
より充実した睡眠のため、「健康日本２１」において設定された目標に向け、平成１５年に策定した「健康

づくりのための睡眠指針」が改定されました。介護施設等においても積極的にご活用ください。 
 
【掲載ホームページ】 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042749.html 

 
【問い合わせ先】 
厚生労働省健康局 がん対策・健康増進課 TEL：０３－５２５３－１１１１（内線２３９３） 

 

お知らせ 


